
　令和３年７月21日、西脇市役所（大会議室）において、「第６回西脇市立学校学習環境

規模適正化検討会議」を開催しました。

　会議では、第５回検討会議のテーマ「適正な学級規模・学校規模」に関する協議に際し、

西脇市における「学習環境規模適正化に係る基本的な考え方（案）」及び、市が提案する

「適正な学級規模・学校規模」（案）」について説明し、意見交換を行いました。

と　き　：　令和３年６月25日
ところ　：　西脇市役所　大会議室

　第５回検討会議では、「適正な学級規模・学校規模」をテーマに委員から

様々な意見が出されました。出されました意見を次のとおり整理し、今後の

協議に反映していくことを確認しました。

「検討会議への諮問に対する答申」について

「学校学習環境規模適正化に係る基本的な考え方（案）」について

「市が提案する適正な学級規模・学校規模（案）」について

第６回西脇市立学校学習環境規模適正化検討会議 
会議録（ダイジェスト版）　

第５回検討会議の意見整理

～適正化推進室からの説明～

○ 答申内容を踏まえた適正化の具体策を決定する主体は ・・・ 市

○ 答申後の政策への決定権は ・・・ 市

○ 地域への説明主体は ・・・ 市

～委員からの意見と回答～

○ 各地区内外の意見を聞く機会の確保 （地域住民の十分な理解と納得が必要）

・ 市の広報、市のホームページ掲載

・ 地域会議（４中学校区）、地区別説明会（８地区）開催

・ 教育フォーラム開催予定

○ 就学前教育保護者への意識啓発が重要

・ 就学前保護者への啓発促進・ 就学前教育保護者への啓発促進

○ 小規模特認校の扱い

・ 教育の動向や市の少子化の現状を踏まえると、市全体を対象とした検討が必要

・ 小規模特認校という特例にとらわれず、市全体の将来像を真摯に検討

○ 子どもにとって望ましい学習環境の実現

・ 教育の主人公に教職員を含め、伸びやかな教育活動を展開できる環境整備

１

２

３
～委員からの意見・回答～

○ 分離型小中一貫校を視察する機会設定

・ 先進地視察により、小中一貫教育の様々なタイプについて研修予定

○ 全教科の教員確保が困難な小規模中学校への対応

・ 小中教職員の協働体制が構築できる教育のしくみを研究



「新しい教育のしくみ検討」について

各中学校区において、第２回地域会議が開催され、望ましい学習・生活

集団規模について、様々なご意見をいただき、第６回の会議で意見集約

したものを共有しました。
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第２回４中学校区地域会議意見概要

学級・学校規模を踏まえた学校配置（案）に関する意見交換

保護者や地域住民の理解の方法は？地域住民・保護者への周知が不十分では

ないか。地域住民の意見把握をすべきではないか。

各地域会議で、小人数のメリットを伝える意見がある。一律に大きい規模の

学校に統合する必要は無いのではないか。

４
～委員からの意見・回答～

○ 適正な学習環境、適正な学校規模・学校配置、新しい教育のしくみの検討

・ 新たな教育制度の研究継続

○小中の円滑な接続を図るための教育のしくみ

・ 小中連携教育と小中一貫教育 （様々なタイプの研修）

10年後にいずれかの校区で子どもの数が大きく減り、その校区の学校がも

たないことも想定できる。４校区に囚われる必要はないのでないか。

小規模な中学校では、部活動の選択肢もなくなってしまう。

部活についてはクラブチーム化し、地域の指導者に支援いただく方法もある

のではないか。

市内で人数が多い学校と少ない学校があり、アンバランスであるという意見

も出ていた。人数が多いところから、少ないところにスクールバスを走らせ

て、市内で均衡を図るような施策もあるのではないか。

家族単位のような学年規模になってしまうことを解消するためには、校区を

またぐことも、選択肢の一つとして検討することも必要ではないか。

学校の選択制は、その時の学校の風評や入学する子どもとの人間関係により、

年度によってその学校に行く子どもの数に影響が出るケースがある。子ども

の数が不透明な場合、先生の配置などにも影響を受けることが考えられるた

め、慎重に考えないといけない。


